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第
２

節
 

開
発

行
為

の
許

可
基

準
 

（
開

発
許

可
の

基
準

の
強

化
等

）
 

第
2
2
条

 
法

第
3
3
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
技

術
的

細
目

に
お

い
て

定
め

ら
れ

た
制

限
の

強
化

は
、

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。
 

(
1
)
 
政

令
第

2
5
条

第
６

号
の

技
術

的
細

目
に

係
る

も
の

は
、

次
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

ア
 

主
と

し
て

住
宅

の
建

築
の

用
に

供
す

る
目

的
で

行
う

開
発

行
為

に
お

い
て

設
置

す
べ

き
施

設
の

種
類

は
、

次
の

イ
に

よ
り

設
置

す
る

も
の

に
限

り
公

園
と

す
る

。

 
イ

 
設

置
す

べ
き

公
園

、
緑

地
又

は
広

場
の

う
ち

１
箇

所
の

面
積

の
最

低
限

度
は

、

開
発

区
域

の
面

積
の

２
パ

ー
セ

ン
ト

と
す

る
。

 

 
ウ

 
設

置
す

べ
き

公
園

、
緑

地
又

は
広

場
の

面
積

の
合

計
の

開
発

区
域

の
面

積
に

対

す
る

割
合

の
最

低
限

度
は

、
６

パ
ー

セ
ン

ト
と

す
る

。
 

(
2
)
 
政

令
第

2
5
条

第
７

号
の

技
術

的
細

目
に

係
る

も
の

（
省

令
第

2
7
条

の
２

第
１

項
に

定
め

る
も

の
に

限
る

。
）

は
、

次
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

 
ア

 
設

置
す

べ
き

公
園

（
予

定
建

築
物

等
の

用
途

が
住

宅
以

外
の

も
の

で
あ

る
場

合

は
、

公
園

、
緑

地
又

は
広

場
。

イ
に

お
い

て
同

じ
。
）

の
数

の
最

低
限

度
は

、
１

に

開
発

区
域

の
面

積
が

２
ヘ

ク
タ

ー
ル

を
超

え
る

ご
と

に
１

箇
所

を
加

算
し

た
数

と

す
る

。
 

イ
 

設
置

す
べ

き
公

園
の

面
積

の
合

計
の

開
発

区
域

の
面

積
に

対
す

る
割

合
の

最
低

限
度

は
、

６
パ

ー
セ

ン
ト

と
す

る
。

 

(
3
)
 
政

令
第

2
8
条

の
２

第
１

号
の

技
術

的
細

目
に

係
る

も
の

は
、

保
存

の
措

置
を

講
ず

べ
き

樹
木

又
は

樹
木

の
集

団
の

要
件

に
つ

い
て

、
同

号
に

規
定

す
る

も
の

の
ほ

か
、

地
上

1
.
5
メ

ー
ト

ル
に

お
け

る
幹

周
り

1
.
5
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
健

全
な

樹
木

と
す

る
。

 

２
 

法
第

3
3
条

第
５

項
の

規
定

に
よ

り
定

め
る

基
準

は
、

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。
 

(
1
)
 
政

令
第

2
9
条

の
４

第
１

項
第

２
号

の
基

準
に

係
る

も
の

は
、

主
と

し
て

建
築

物
の

建
築

の
用

に
供

す
る

目
的

で
行

う
開

発
行

為
に

限
り

、
切

土
又

は
盛

土
に

よ
っ

て
生

じ
る

法
（

小
段

等
に

よ
っ

て
上

下
に

分
離

さ
れ

た
法

が
あ

る
場

合
は

、
そ

の
上

下
の

法
を

一
体

の
も

の
と

み
な

す
。
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

同
じ

。
）
の

高
さ

の
最

高
限

度

は
、

４
メ

ー
ト

ル
と

し
、

法
の

長
さ

が
3
0
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
場

合
に

あ
っ

て
は

高

さ
３

メ
ー

ト
ル

と
す

る
。

た
だ

し
、

良
好

な
景

観
の

形
成

が
図

ら
れ

る
も

の
と

し
て

規
則

で
定

め
る

措
置

を
講

じ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

(
2
)
 
政

令
第

2
9
条

の
４

第
１

項
第

３
号

の
基

準
に

係
る

も
の

は
、

主
と

し
て

複
数

の
一

戸
建

て
の

住
宅

の
建

築
の

用
に

供
す

る
目

的
で

行
う

開
発

行
為

に
限

り
、

開
発

区
域

第
２

節
 

開
発

行
為

の
許

可
基

準
 

 

                       

（
良

好
な

景
観

の
形

成
が

図
ら

れ
る

も
の

と
し

て
規

則
で

定
め

る
措

置
）

 

第
4
6
条

 
条

例
第

2
2
条

第
２

項
第

１
号

の
規

則
で

定
め

る
措

置
は

、
次

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

 

 
(
1
)
 

法
面

に
植

樹
す

る
も

の
 

(
2
)
 

法
の

前
面

に
植

樹
す

る
も

の
（

お
お

む
ね

法
の

高
さ

以
上

に
生

育
す

る
種

類
の

樹
木

で
、

法
の

高
さ

の
２

分
の

１
以

上
の

樹
高

の
も

の
に

限
る

。
）
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内
に

お
い

て
予

定
さ

れ
る

建
築

物
の

敷
地

面
積

の
最

低
限

度
は

、
次

に
掲

げ
る

区
域

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

に
定

め
る

面
積

と
す

る
。

た
だ

し
、

法
第

1
2
条

の
４

第
１

項
各

号
に

規
定

す
る

地
区

計
画

等
に

よ
り

、
3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

な
い

範
囲

で
建

築

物
の

敷
地

面
積

の
最

低
限

度
が

定
め

ら
れ

た
区

域
に

お
け

る
建

築
物

の
敷

地
面

積
の

最
低

限
度

は
、

当
該

区
域

に
つ

い
て

定
め

ら
れ

た
も

の
と

す
る

。
 

 
 

ア
 

用
途

地
域

の
定

め
ら

れ
て

い
る

土
地

の
区

域
 

2
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
 

 
イ

 
ア

以
外

の
土

地
の

区
域

 
3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
 

(
3
)
 
政

令
第

2
9
条

の
４

第
１

項
第

４
号

の
基

準
に

係
る

も
の

は
、

次
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

ア
 

主
と

し
て

建
築

物
の

建
築

の
用

に
供

す
る

目
的

で
行

う
開

発
行

為
に

限
り

、
木

竹
の

保
全

が
行

わ
れ

る
土

地
の

面
積

の
最

低
限

度
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
良

好
な

景
観

の
形

成
が

図
ら

れ
る

も
の

と
し

て
規

則

で
定

め
る

措
置

を
講

じ
る

場
合

、
又

は
開

発
行

為
後

の
地

貌
が

道
路

そ
の

他
の

公

共
の

場
所

か
ら

容
易

に
望

見
で

き
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。

(
ｱ
)
 

飯
田

市
緑

の
育

成
条

例
（

平
成

1
9
年

飯
田

市
条

例
第

4
2
号

）
第

1
0
条

第
１

項
に

規
定

す
る

緑
地

保
全

配
慮

地
区

又
は

同
条

例
第

1
2
条

第
１

項
に

規
定

す
る

準
緑

地

保
全

配
慮

地
区

の
土

地
の

区
域

に
存

す
る

高
さ

が
５

メ
ー

ト
ル

以
上

の
健

全
な

樹

木
の

集
団

を
開

発
区

域
に

含
む

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

樹
木

の
集

団
の

面
積

が

開
発

区
域

の
面

積
の

6
0
パ

ー
セ

ン
ト

未
満

の
場

合
は

そ
の

樹
木

の
集

団
の

全
て

を

、
そ

れ
以

外
の

場
合

は
開

発
区

域
の

面
積

の
6
0
パ

ー
セ

ン
ト

に
相

当
す

る
面

積
の

樹
木

の
集

団
を

保
全

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(
ｲ
)
 

(
ｱ
)
に

規
定

す
る

土
地

の
区

域
以

外
の

土
地

の
区

域
で

あ
っ

て
、
地

上
1
.
5
メ

ー

ト
ル

に
お

け
る

幹
周

り
1
.
5
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
健

全
な

樹
木

又
は

高
さ

が
1
0
メ

ー
ト

ル
以

上
の

健
全

な
樹

木
の

集
団

を
開

発
区

域
に

含
む

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当

該
樹

木
の

集
団

の
面

積
が

開
発

区
域

の
面

積
の

2
5
パ

ー
セ

ン
ト

未
満

の
場

合
は

そ

の
樹

木
の

集
団

の
全

て
を

、
そ

れ
以

外
の

場
合

は
開

発
区

域
の

面
積

の
2
5
パ

ー
セ

ン
ト

に
相

当
す

る
面

積
の

樹
木

の
集

団
を

保
全

す
る

も
の

と
す

る
。

 

イ
 

主
と

し
て

建
築

物
の

建
築

の
用

に
供

す
る

目
的

で
行

う
開

発
行

為
で

あ
っ

て
、

当
該

開
発

区
域

の
土

地
が

飯
田

市
緑

の
育

成
条

例
第

2
3
条

第
１

項
に

規
定

す
る

緑

化
推

進
重

点
地

区
又

は
第

2
4
条

第
１

項
に

規
定

す
る

準
緑

化
推

進
重

点
地

区
（

以

下
こ

の
号

に
お

い
て
「

緑
化

推
進

重
点

地
区

等
」
と

い
う

。
）
の

土
地

で
あ

る
も

の

に
限

り
、

適
切

な
植

栽
が

行
わ

れ
る

土
地

の
面

積
の

最
低

限
度

は
、

緑
化

推
進

重

点
地

区
等

に
含

ま
れ

る
開

発
区

域
の

土
地

の
面

積
に

対
し

、
2
5
パ

ー
セ

ン
ト

又
は

飯
田

市
緑

の
育

成
条

例
第

４
条

第
１

項
に

規
定

す
る

緑
の

基
本

計
画

に
お

い
て

定

         ２
 

条
例

第
2
2
条

第
２

項
第

３
号

ア
の

規
則

で
定

め
る

措
置

は
、

樹
木

の
集

団
の

保
全

が
行

わ
れ

る
べ

き
土

地
に

代
わ

る
土

地
に

お
け

る
移

植
又

は
植

樹
と

す
る

。
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め
る

緑
化

率
の

い
ず

れ
か

少
な

い
比

率
に

相
当

す
る

土
地

の
面

積
と

す
る

。
た

だ

し
、

開
発

行
為

後
の

地
貌

が
道

路
そ

の
他

の
公

共
の

場
所

か
ら

容
易

に
望

見
で

き

な
い

場
合

に
あ

っ
て

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

第
５

章
 

雑
則

 

（
報

告
及

び
立

入
調

査
）

 

第
2
3
条

 
市

長
は

、
こ

の
条

例
の

規
定

の
施

行
に

必
要

な
限

度
に

お
い

て
、

申
出

に
係

る

開
発

行
為

を
行

お
う

と
す

る
者

若
し

く
は

開
発

行
為

を
行

う
者

に
対

し
、

当
該

開
発

行

為
に

関
す

る
報

告
若

し
く

は
資

料
の

提
出

を
求

め
、

又
は

そ
の

職
員

に
当

該
開

発
区

域

の
土

地
若

し
く

は
建

物
に

立
ち

入
り

、
当

該
開

発
行

為
に

係
る

公
共

施
設

に
つ

い
て

調

査
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

  ２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

立
入

調
査

を
す

る
職

員
は

、
そ

の
身

分
を

示
す

証
明

書
を

携
帯

し
、

関
係

人
の

請
求

が
あ

っ
た

と
き

は
、

こ
れ

を
提

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 （
書

類
の

閲
覧

）
 

第
2
4
条

 
市

長
は

、
申

出
に

係
る

書
類

の
う

ち
規

則
で

定
め

る
も

の
に

つ
い

て
、

規
則

で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

こ
れ

を
閲

覧
に

供
す

る
も

の
と

す
る

。
 

                

   

第
５

章
 

雑
則

 

 
（

報
告

）
 

第
4
7
条

 
市

長
は

、
条

例
第

2
3
条

第
１

項
の

報
告

又
は

資
料

の
提

出
を

求
め

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
報

告
等

依
頼

書
（

様
式

第
3
2
号

）
を

、
申

出
に

係
る

開
発

行
為

を
し

よ

う
と

す
る

者
若

し
く

は
開

発
行

為
を

す
る

者
又

は
開

発
行

為
を

し
た

者
に

送
付

し
て

行
う

も
の

と
す

る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

等
依

頼
書

を
受

理
し

た
者

は
、
遅

滞
な

く
、
報

告
書
（

様

式
第

3
3
号

）
又

は
資

料
を

、
市

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
身

分
証

明
書

）
 

第
4
8
条

 
条

例
第

2
3
条

第
２

項
に

規
定

す
る

職
員

の
身

分
を

示
す

証
明

書
は

、
飯

田
市

職
員

服
務

規
程

（
昭

和
4
5
年

飯
田

市
訓

令
第

６
号

）
第

５
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に

よ
る

職
員

証
と

す
る

。
 

 
（

書
類

の
閲

覧
）

 

第
4
9
条

 
条

例
第

2
4
条

第
１

項
の

規
則

で
定

め
る

書
類

は
、

次
に

掲
げ

る
書

類
（

以
下

「
開

発
行

為
概

要
書

等
」

と
い

う
。
）

と
す

る
。

 

 
(
1
)
 
第

1
8
条

の
規

定
に

よ
る

開
発

行
為

概
要

書
及

び
第

1
9
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る

添
付

図
書

 
 

 
(
2
)
 
第

2
1
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
前

号
の

開
発

行
為

概
要

書
等

を
変

更
し

た
開

発

行
為

概
要

書
及

び
添

付
図

書
 

 

 
(
3
)
 
第

3
7
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
変

更
開

発
行

為
概

要
書

及
び

同
条

第
２

項
に

お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
第

1
9
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
変

更
添

付
図

書
 

 
(
4
)
 
第

3
9
条

に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
第

2
1
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
前

号

の
開

発
行

為
概

要
書

等
を

変
更

し
た

変
更

開
発

行
為

概
要

書
及

び
変

更
添

付
図

書
 

２
 

条
例

第
2
4
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
書

類
の

閲
覧

は
、

次
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

行
う

も
の

と
す

る
。

 

(
1
)
 
飯

田
市

の
休

日
（

飯
田

市
の

休
日

を
定

め
る

条
例

（
平

成
元

年
飯

田
市

条
例

第

4
0
号

）
第

１
条

第
１

項
に

規
定

す
る

市
の

休
日

を
い

う
。
）
に

お
い

て
は

、
開

発
行

為
概

要
書

等
を

閲
覧

に
供

さ
な

い
。

 

(
2
)
 
開

発
行

為
概

要
書

等
の

閲
覧

を
す

る
時

間
は

、
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

時
ま

で

と
す

る
。

 

(
3
)
 
開

発
行

為
概

要
書

等
の

閲
覧

を
し

よ
う

と
す

る
者

は
、

閲
覧

所
に

備
え

る
閲

覧
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       ２
 

市
長

は
、

前
項

の
規

則
で

定
め

る
書

類
を

閲
覧

す
る

者
が

同
項

の
規

則
に

違
反

し
た

と
き

は
、

閲
覧

を
停

止
し

、
又

は
禁

止
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 第
６

章
 

補
則

 

（
委

任
）

 

第
2
5
条

 
こ

の
条

例
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
条

例
の

施
行

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

市
長

が
規

則
で

定
め

る
。

 

  
 

 
附

 
則

 

 
（

施
行

期
日

）
 

１
 

こ
の

条
例

は
、
平

成
1
9
年

４
月

１
日
（

以
下
「

施
行

日
」
と

い
う

。
）
か

ら
施

行
す

る
。

 
（

飯
田

市
地

区
計

画
等

の
案

の
作

成
手

続
に

関
す

る
条

例
の

廃
止

）
 

２
 

飯
田

市
地

区
計

画
等

の
案

の
作

成
手

続
に

関
す

る
条

例
（

平
成

８
年

飯
田

市
条

例
第

2
1
号

）
は

、
廃

止
す

る
。

 

 
（

経
過

措
置

）
 

３
 

施
行

日
前

に
、

前
項

の
規

定
に

よ
る

廃
止

前
の

飯
田

市
地

区
計

画
等

の
案

の
作

成
手

続
に

関
す

る
条

例
第

２
条

及
び

第
３

条
の

規
定

に
よ

り
な

さ
れ

た
手

続
そ

の
他

の
行

為

は
、

こ
の

条
例

の
相

当
規

定
に

基
づ

い
て

な
さ

れ
た

も
の

と
み

な
す

。
 

 
 

 
附

 
則

（
平

成
1
9
年

６
月

2
6
日

条
例

第
4
0
号

）
 

 
（

施
行

期
日

）
 

１
 

こ
の

条
例

は
、
平

成
2
0
年

１
月

１
日
（

以
下
「

施
行

日
」
と

い
う

。
）
か

ら
施

行
す

る
。

 
（

経
過

措
置

）
 

２
 

こ
の

条
例

に
よ

る
改

正
後

の
飯

田
市

都
市

計
画

法
施

行
条

例
（

以
下

「
新

条
例

」
と

い
う

。
）
第

４
章

第
１

節
の

規
定

は
、
施

行
日

以
後

に
都

市
計

画
法
（

昭
和

4
3
年

法
律

第

1
0
0
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。
）

第
3
2
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
同

意
（

法
第

3
5
条

の

２
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。
）
を

得
る

た
め

に
行

わ
れ

る
申

出
か

ら
適

用
す

る
。

 

簿
に

必
要

事
項

を
記

入
し

、
係

員
に

申
し

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

(
4
)
 
開

発
行

為
概

要
書

等
を

閲
覧

す
る

者
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
遵

守
し

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。

 

ア
 

閲
覧

の
場

所
は

、
市

役
所

本
庁

事
務

所
と

す
る

。
 

イ
 

係
員

の
指

示
に

従
っ

て
、

所
定

の
場

所
で

閲
覧

を
す

る
こ

と
。

 

ウ
 

開
発

行
為

概
要

書
等

を
汚

損
し

、
又

は
き

損
し

な
い

こ
と

。
 

エ
 

他
人

に
迷

惑
を

及
ぼ

す
よ

う
な

行
為

を
し

な
い

こ
と

。
 

３
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

書
類

の
閲

覧
は

、
条

例
第

1
6
条

の
規

定
に

よ
る

申
出

又
は

条

例
第

2
0
条

の
規

定
に

よ
る

変
更

の
申

出
が

あ
っ

た
日

か
ら

３
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

に
限

り
で

き
る

も
の

と
す

る
。

 

第
６

章
 

補
則

 

（
補

則
）

 

第
5
0
条

 
こ

の
規

則
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
条

例
の

施
行

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

市
長

が
別

に
定

め
る

。
 

 
 

 
 附

 
則

 

 
（

施
行

期
日

）
 

１
 

こ
の

規
則

は
、

平
成

1
9
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
（

経
過

措
置

）
 

２
 

第
1
3
条

の
規

定
は

、
こ

の
規

則
の

施
行

の
日

前
に

決
定

又
は

変
更

を
し

た
都

市
計

画
に

つ
い

て
は

、
適

用
し

な
い

。
 

附
 

則
（

平
成

1
9
年

1
2
月

７
日

規
則

第
6
3
号

）
 

 
（

施
行

期
日

）
 

１
 

こ
の

規
則

は
、

平
成

2
0
年

１
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
（

経
過

措
置

）
 

２
 

飯
田

市
の

公
共

施
設

に
つ

い
て

都
市

計
画

法
の

規
定

に
基

づ
く

同
意

を
行

う
際

の

手
続

に
関

す
る

規
則

（
平

成
1
5
年

飯
田

市
規

則
第

4
0
号

）
は

、
廃

止
す

る
。

た
だ

し
、

こ
の

規
則

の
施

行
の

日
前

に
法

第
3
2
条

第
1
項

の
同

意
（

第
3
5
条

の
２

第
４

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

を
得

る
た

め
の

申
出

に
つ

い
て

は
、

な
お

、

従
前

の
例

に
よ

る
。
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３
 

新
条

例
第

2
2
条

の
規

定
は

、
施

行
日

以
後

に
法

第
2
9
条

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規

定

に
よ

り
許

可
の

申
請

を
す

る
者

の
当

該
申

請
に

係
る

許
可

に
つ

い
て

適
用

す
る

。
 

附
 

則
（

平
成

2
0
年

３
月

2
8
日

条
例

第
1
7
号

）
 

 
（

施
行

期
日

）
 

１
 

こ
の

条
例

は
、
平

成
2
0
年

４
月

１
日
（

以
下
「

施
行

日
」
と

い
う

。
）
か

ら
施

行
す

る
。

 
（

経
過

措
置

）
 

２
 

こ
の

条
例

に
よ

る
改

正
後

の
飯

田
市

都
市

計
画

法
施

行
条

例
第

2
2
条

の
規

定
は

、
施

行
日

以
後

に
都

市
計

画
法
（

昭
和

4
3
年

法
律

第
1
0
0
号

）
第

2
9
条

第
１

項
又

は
第

２
項

の

規
定

に
よ

り
許

可
の

申
請

を
す

る
者

の
当

該
申

請
に

係
る

許
可

に
つ

い
て

適
用

す
る

。

 

附
 

則
（

平
成

2
0
年

９
月

3
0
日

条
例

第
3
3
号

）
 

 
こ

の
条

例
は

、
平

成
2
0
年

1
2
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

  

附
 

則
（

平
成

2
4
年

1
2
月

2
6
日

条
例

第
5
4
号

）
 

 
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

附
 

則
（

平
成

2
9
年

1
2
月

2
5
日

条
例

第
3
4
号

）
 

 
（

施
行

期
日

）
 

１
 

こ
の

条
例

は
、
平

成
3
0
年

１
月

１
日
（

以
下
「

施
行

日
」
と

い
う

。
）
か

ら
施

行
す

る
。

 
（

経
過

措
置

）
 

２
 

こ
の

条
例

に
よ

る
改

正
後

の
飯

田
市

都
市

計
画

法
施

行
条

例
第

2
2
条

の
規

定
は

、
施

行
日

以
後

に
都

市
計

画
法

（
昭

和
4
3
年

法
律

第
1
0
0
号

）
第

2
9
条

第
１

項
又

は
第

２

項
の

規
定

に
よ

り
許

可
の

申
請

を
す

る
者

の
当

該
申

請
に

係
る

許
可

に
つ

い
て

適
用

す

る
。

 

  附
 

則
（

平
成

2
0
年

３
月

2
8
日

規
則

第
1
0
号

）
 

 
（

施
行

期
日

）
 

１
 

こ
の

規
則

は
、

平
成

2
0
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
（

経
過

措
置

）
 

２
 

こ
の

規
則

に
よ

る
改

正
後

の
飯

田
市

都
市

計
画

法
施

行
条

例
施

行
規

則
第

4
6

条

の
規

定
は

、
施

行
日

以
後

に
都

市
計

画
法

(
昭

和
4
3
年

法
律

第
1
0
0
号

)
第

2
9
条

第

１
項

又
は

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
許

可
の

申
請

を
す

る
者

の
当

該
申

請
に

係
る

許
可

に
つ

い
て

適
用

す
る

。
 

  附
 

則
（

平
成

2
3
年

３
月

2
5
日

規
則

第
1
2
号

）
 

 
こ

の
規

則
は

、
平

成
2
3
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
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